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教職員不足について 

沖縄県教職員組合 

 

 

１．沖縄県の病気教職者数の 5 年間の推移（文科省：教育職員） 

H30 年度 
 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 対教育職員数

割合％R4 年度 
426 (176) 419 (190) 389 (188) 398 (199) 381 (229) 2.41 (1.45) 

※病気休職者全体に占める精神疾患（ ）の割合が増えていて、16 年連続全国ワーストである。また精神疾患以

外の病気休職についても、全国ワーストである。このことから、沖縄県の教育職員は心も体も危機的状況である。 
 

２．沖縄県の２０２２年と２０２３年の退職者一覧（新聞発表にもとづく） 

      ２０２２退職        ２０２３退職 

定年 小学 ７０ 早期 

普通 

小学 １５ 定

年 

小学 ０ 早期 

普通 

小学 ８２ 

中学 ４４ 中学  ８０ 中学 ０ 中学 ４０ 

少数職種  ５ 少数職種   ７ 少数職種 ０ 少数職種 １７ 

１１９     １０２       ０        １３９ 

※定年退職者の出ない年に 139 人の早期・普通退職者が出た。 
※役下りして、教諭にもどる予定の管理職 61 人退職した。 
※合計 200 人の退職は、定年退職があった 2022 年度とあまり変わらない。 
※今年度 499 人の新規採用があったが、実質 200 人退職しているので、厳しい状況である。 
※2024 年 2 月 29 日県議会の一般質問で、沖縄県の教職員の正規雇用について質問があった。2023 年 5 月 1 日

時点で沖縄県の教員正規率は 80.3％（全国は 91.9％）と県教育庁が答弁した。2022 年度は 81.2％だった。改善

するためには、今働いている教職員の命と健康を守り、「辞めさせない」とりくみが必須である。 
 

３．教職員の欠員について 

2023 年度４月と 2024 年５月のアンケートより 
回答した分会数の割合 2023 年４月 38％ 
   〃       2024 年５月 50％ 

 
Q1.県独自の少人数学級を実施していますか。 
 実施している 実施していない 未回答 
2023 年 78％ 21％ 1％ 
2024 年 69％ 29％ 2％ 

※県独自の少人数学級が実施できていない学校の割合が増えている。 
※2023 年 4 月、県独自の少人数学級編成を維持できなかったのは、教員不足の理由で小学校は 4 校 4 学級、中

学校は 5 校 5 学級、教室不足の理由で小学校は 3 校 3 学級、中学校は 9 校 12 学級だった。 
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Q2.免許外の対応で授業を担当している教職員の数を教えてください。 
 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人～ 不明 未回答 
2023 年 44％ 13％ 14％ 7％ 3％ 3％ 0 0 16％ 
2024 年 50％ 18％ 12％ 8％ 2％ 2％ 1％ 1％ 6％ 

※半分の学校で免許外での授業を担当している教職員の割合が増えている。 
 
Q3.定数に対し、教職員は不足していますか。 
 不足している 不足していない 未回答 
2023 年 30％ 69％ 1％ 
2024 年 34％ 65％ 1％ 

※定数が足りていない学校の割合が増えている。 
 
Q4.教職員不足に対し、どのような対応をしていますか。（複数回答可） 
 学級を分散 特別支援学

級をたたむ 
専科や教務主任、加配教諭

や管理職等役割を超えて 
協力して補欠を

組む 
その他記述 
 

未回答 

2023 年 12％ 12％ 38％ 43％ 17％ 0 
2024 年 5％ 6％ 28％ 27％ 9％ 25％ 

※未回答の学校が 25％あり、苦しい実態が予想される。（2024 年アンケート集計結果は p11～） 
※2023 年 4 月の教育職員の欠員は 23 人だったが、2024 年 1 月には 137 人と大幅に増えた。今年度 4 月の教育

職員の欠員は 12 人だったが、年度途中の産休、病休、中途退職もあるため例年、年度後半に増える傾向にある。 
※欠員のある学校は、同僚にしわ寄せがくる。「どこの学校も人員不足で補充要員を要請しても簡単には見つか

らない。休職者の穴埋めで負担が重なった教員が体調を崩し休んでしまう異常事態であり、学校現場は限界であ

る。そんな状況でも（教育委員会などへの）提出物等の軽減などない。」との学校現場からの声である。 
※このままでは教職員が疲弊し「どうせ何を言っても無駄」とのあきらめ感は、更なる悪循環をまねく。教育委

員会が主導してできること（大幅な業務削減）が必要である。 
 

４．在校等時間の上限規制について 

※上限規制交渉の場で県教委は「上限規制を原則１か月について 45 時間の範囲内、かつ１年について 360 時間

の範囲内とすること、教職員が児童生徒等に係る通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的に又は

突発的に所定の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合にあっても、１か月について 100 時間未満等とす

る。」と提案した。それをまとめた沖教組議案書に対し、学校現場の教職員から「100 時間というのは過労死レベ

ルで問題だ。それを受け入れたのか。」との批判的質問が相次いだ。長時間労働に歯止めをかけるための上限規制

について、各市町村教育委員会も沖教組各支部と交渉し、規則制定をする必要がある。 

 

５．学校現場から 

（１）ある市の指導主事が「学校の働き方改革は子どもとの時間を作るためであって、教員の負担軽減のためで

はない」と言った。 

（２）学校長と歯科医師が「フッ化物洗口」を学校に導入しようとしている。文科省・中教審が提案している業

務削減の 3分類「基本的には学校以外が担うべき業務」である。 

※今働いている教職員の働き方を改善（大幅な業務削減）しないと、教員不足は解消されない。 
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学校における「集団フッ化物洗口」に反対する決議 
 
 フッ素化合物は劇薬に指定され安全性は医学界でも疑問の声が出ており、歯科医のなかでも賛否両論があ

る。学校での「集団フッ化物洗口」継続使用による健康障害の検証もなされておらず、保護者や子どもたち

は主体的な判断ができず、何も知らないまま健康被害を受けかねない。 
学校は教育活動を行う施設であり、薬物を使用する「医療行為」を学校教育に持ち込むべきではない。す

でに実施が導入されている他県の例においても、学校歯科医や薬剤師が同席せぬまま、教職員に薬品の溶解

希釈や保管、実施までの一切を任せているケースや、製薬でなく試薬を使用しているケースもある。 
このような中、賛否両論ある「フッ化物洗口」を学校に導入する動きが進みつつある。コロナは明けた

が、子どもたちの心や体が不安定であり、沖縄県の不登校の割合は全国ワーストになっている。今こそ、

もっと子どもに寄り添う時間を確保しなければならない。教育委員会が学校を訪問し「集団フッ化物洗口」

について導入することを伝えたり、歯科医師会がフッ化物洗口について進める新聞報道があったりと、非常

に危惧される状況である。劇薬に指定されてるフッ化物を、養護教諭又は担任が学校で扱うことはについて、

古賀千景参議院議員の質問に対し、文科省は「市町村の歯科保健担当部局や保健センターによる実施、歯科

医師会や薬剤師会の協力、医薬品等販売会社への業務委託など、関係者間での適切な役割分担を検討するな

ど、教職員の負担軽減に配慮するようお願いしますと記載している。」と 2023 年 5 月 23 日(火)、文教科学

委員会で答弁した。また、保護者がフッ化物洗口を認めない場合、担任はいじめにつながらないように、子

どもの人間関係にも配慮しなければならない。むし歯予防は歯磨きが有効であり、学校で「集団フッ化物

洗口」を行うことは教職員の業務ではない。 

過去に、学校での「集団予防接種」や「採血検査」において問題点が指摘され、大きな議論となり、その

結果学校での医療行為は廃止され、保護者の責任による「個別予防接種」等となった経緯がある。 
現在、「医療行為」等を学校で行うにあたり、事故や健康被害があった場合の責任の所在がはっきりせず、

養護教諭や学級担任への負担も大きくなる。働き方改革とは真逆の行為である。 
学校において「集団フッ化物洗口」を実施することについては、日本弁護士連合会の意見書でも、「自己決

定権、知る権利及びプライバシー権の侵害の状況及び政策遂行上の違法の疑いを放置することは、もはやで

きない」として中止を求めている。学校では、人権を尊重し、いじめや差別をなくすとりくみを進めている

ところであり、この行為が人権の観点からも学校現場をさらに混乱させる一因になることは容易に想像でき

る。さらに、多忙な学校業務中での慣れない「医療行為」には人為的なミスが発生した報告があり、教職員

の時間とエネルギーを使う方向は、授業改善や児童生徒への指導、教育環境の改善であって、「医療行為」で

はないはずである。 
以上のことから、働き方改革の観点からも学校における「集団フッ化物洗口」等の医療行為を教職員にさ

せないよう強く求める。 
記 

 
１．働き方改革の観点から学校における「集団フッ化物洗口」を教職員にさせないこと 
 

沖縄県教育委員会 

  教育長 半嶺 満 様 

2024 年６月 15 日 

              沖縄県教職員組合第 60 回定期大会 
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